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//h冴たら火猪 をンターがオ ーノン ′
2 1 世 紀 に入 り、は や 5 年 目になりまし

た。
Ⅲ2 1 世 紀 は人 権 の世 紀

Ⅲ
と言 われ 、そ

の 実 現 に 向 け2 0 0 0 年 1 2 月 に 「人 権 教

育 と人 権 啓 発 の推 進 に関する法 律 J が制

定 され ました。裏 返せ ば 、こうした法律 が

必 要 な ほどに、女性 差 別 や 「しょうが いJ

者 差 別 など未 解 決 の 人 権 問題 が 山積 し

ているとい うことになります 。また小 郡 市

・`ロオ 行していきます。                      ~ ~~

紅 名 は 「小 郡 」の O、 「人 権 J =ⅢH u m a n  R i g h t s Ⅲ か らHと R、 「教 育 」= " E d u

c a t i O n Ⅲ、「啓 発 」= " E n l l g h t e n m e n t Ⅲ か らE、 「セ ンター
J =ⅢC c n t e r Ⅲか らC

と、それ ぞ れ の頭 文 字 をとり、それ を並 べ て" o H ! R E C  Ⅲ
としました。この名 前 は

同 時 に
' O H lい

と思 わ ず 叫 び たくなるような人 と人 との 出 会 い の 喜 び 、そ うした 出

会 いを生 み 出す 人 権 問 題 に 関 わる様 々な情 報 の 「記 録 」=ⅢR e c O r d ( 略 してR E

C  ) ⅢとV うヽねがいも込めています。

年間数回発行いたします。ぜひご一読ください !

にお い て は 、2 0 0 1 年 に実 施 した 同和 問 題 市 民 意 識 調 査 の 結 果 か ら、まだ まだ根

強 い部 落 差 別 が残 っていることも確 認 され ました。

こうした状 況 の 中 、県 内 の市 町 オすで 「人 権 センター J を設 立 す る動 きが起 こり、本

年 4 月 か ら小 郡 市 にも「人 権 教 育 啓 発 センター
J ( 略称 ・人 権 セ ンター

) がオ ー プ ン

しました。

今 後 、小 郡 市 民 の 皆様 一
人 ひ とりの人 権 状 況 を少 しで【) よいもの にす るため に 、

微 力 なが ら努 めていきたぃ と考 えています G

P  ″ 0ダ ′ズβσ.″っ て/rあた タ

す ■  「人 権 センター 」の取 り組 み の一
環 として、機 関 紙 ⅢO  H ! R E C  Ⅲ を発

( 文: 有田)
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個人情報保様法こ私たちのくらし
―A権 センターヘの相麟事開から考える一

病 院 に行 くと、これ までは病 室 の中にお られ る方 の名 札 が入 り口にかかつていまし

た。しか し今 はほとん どの病 院 でこの名 札 が見 当たりませ ん。部屋 の 中のそれぞれ

のベ ッドに名 札 が つ けられ てい るだ けです 。これ は 四

月

か ら施 行 され た個 人 情 報 保 護 法 によつて、病 院 などの

事 業者 は名 前 などの個 人 情 報 を保護 す る対 策 をとらな

けれ ば ならない ようになったか らです D お 見舞 い の 人

に とっては少 々 不 便 な 面 があるかもしれ ませ ん が 、こ

れ は必 要な対策 のよう1 こ思 われ ます。

しか しこのような場 合 はどう考 えたらよいでしょうか。

目の 不 自 由 な A さ ん は ヘ ル パ ーの B さ ん に手 伝 つて も らい、 A さ ん

の 身 肉 くた とえば 夫、妻 、わ が子) が 入院 して い る病 室 を訪 れ ま した。

A さ ん は 今 後 も何 か と身 内 が お世 話 にな るだ ろ うか ら、 同 室 の 方 衆 の

名前 を覚 え、 親 しくな ろ う と8 い ま した 。 そ こで 、 連 れ て きて も ら つ

た B さ ん に皆 さ ん の 名 前 を教 えて も らお う と しま した 。 入 り□ に は 名

札 は あ りま せ ん が 、 ベ ッ ドを 見れ ば 名 前 は わ か ります 。 しか し B さ ん

はそ の 名前 を教 え る こ とは で きませ ん。, ・ ・

個 人 情 報 保 護 と で は 「個 人 情 報 取 扱 業 者 は本 人 の

同意 を得ない個 人デ ー タを他 人 に教 えてはならない。J

とされ てい ます の で 、ヘ ル パ ー の B さん は 一 人 ひ とりに

A さ ん に名 前 を告 げることに 同意 してもらつてか らでな

い と、A さ ん に名 前 を教 えることは で きない のです 。達

反 す れ ばB さ んの 事 業 主 ( 個人 情 報 取 扱 事 業 者 ) が罰

を受 けることになります。

知 らないうちに 自分 の情 報 が流 れ 出 し、それ によつて

大 きな被 告 、迷 惑 を受 けることが多 くなつてきました。こ

のよいう矛 盾もはらんでいるように 思われます。

( 文: 古賀 )
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ノ出書向読

三井さよ『ケアの社会学 臨 床現母との対話』

20 0 4年 動 車書房

人 権 の まらづ くりとい うの は 、支 え合

い を持 続 させ てい くこと 1 言 うはや す し

で 、実 際 はなか なか 難 しい。どうにか こ

うにか で い い 、長 く支 え合 ってい くには

どうす れ ばいいのだろう?

こうした問題 にヒントを与 えてくれ るの

が 、三 井 さよ『ケアの社 会 学  臨 床 現場

との 対 話 』で す 。この 本 で 取 り上 げ られ

ている事 例 を一 つ紹 介 しましょう。

医 師 か らガンの 告 知 を受 けて いない

患 者 さんか ら「私 はガ ンで は ないか ? J

と、ある看 護 師 さん は 問 いか けられ た。

「違 うJ と言 っても納 得 してもらえな い。

だ か らとい って ' そうです ょJ と言 って し

まえ ば越 権 行 為 でこの看 護 師 さん は担

当 をはず され る。か といって応 対 しな け

れ ば 、患 者 さん は放 置 され てしまうし、

職 務 怠 慢 になる。

あなたならどうします か ?

看 護 師 さん に 師 長 は 言 い ま した 。

「『達 う』と言 つてしまえば 会 話 はそこで

終 わ りで しょ。患 者 さん に は い ろいろ思

つて い ることが あってそ う言 つて いるの

だか ら、『どうしてそう思 うの』とか 、思 っ

ているところを丁草 に聞きなさい。|

三 井 さん が 提 案 して い ることの  つ

は 、相 手 との 関 係 を切 らな い こと。そ う

す れ ば 局 面 が 変 わ り、相 手 が 望 ん で い

ることで 、してあ げ られ ることが 出 てくる

かもしれ ない。

医療 や 福 祉 に 関 わ る仕 事 をしてい る

人 ばか りでなく、教 育や 行 政 関係 、民 間

でも、人 と関 わ る仕 事 をされ ている人 に

は 学 ぶ ところの 大 きい 、また 支 えられ る

側 にとっても考 えてお かなけれ ば ならな

いことのような気 がします。

な により、医療 現 場 で奮 闘 している人

たちへ の 尊敬 の念 が伝 わ ってくることに

共感 しました。お勧 めの一 冊です 。

―‐ト

( 文 i羽 江 )

ケアの社会学中i,すり.!
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皆 さん の お越 しを お待 ち して お りま す !

あなたの人権は守られていますか ?人 権のまうづ

くりにつながる活きた資料、活きた教材の開発のた

めに、市民の皆さんの生活の実情や人権のまちづく

りの取り組みについて、声を聞かせください。

人権 セ ンタ ーを集 いの場 に した い と

考 えて い ます。

気軽 にお立 ち寄 りくだ さ しヽ。

人権 セ ンタ ーや
“
O H ! R E C . "

につ いて の ご意 見 も行 つて いま す。

～貸 し館のお知 らせ～

人権センターをご利用ください。

部屋の質 し出 しも行つてしヽます。大集会室や会議雲、和室があり

ます。

詳 しくは、電話または直接職員にお尋ねください。

小郡市人権教育啓発センター

所在地 !〒 8 3 8 0 1 4 1

小郡市小郡 2 9 6

て'わ& F a x , 0 9 4 2 - 8 0 - 1 0 8 0 ( 直 通)
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人権センター

OH!REC _4


